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（様式第２） 

申 出 区 域 の 概 要 

 

（１）区域蒲郡－１（１２号） 

 

ア 位置 

蒲郡市清田町上大内の一部及び東大内の一部 

 

イ 申出区域位置図、申出区域区域図 

別添のとおり 

 

ウ 申出区域の面積 

１．０ｈａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第３） 

申 出 区 域 調 査 意 見 書 

愛 知 県 知 事 殿 

蒲郡市長  鈴 木  寿 明 

 

この申出区域について、調査したところ下記のとおりです。 

記 

区域蒲郡－１（１２号） 

区分 調  査  事  項 備 考 

関 

 

係 

 

法 

 

令 

 

区 

 

域 

 

等 

地すべり防止区域 有 ○無   

急傾斜地崩壊危険区域 有 ○無   

災害危険区域 有 ○無   

土砂災害警戒区域 有 ○無   

農用地区域 有 ○無   

農 

地 

農地法に規定する農地 ○有  無  

うち甲種農地及び第一種

農地 
有 ○無   

保安林の区域 有 ○無   

保安施設地区 有 ○無   

地域森林計画対象民有林 有 ○無   

自然公園法の区域 
有 ○無  

 
（特別地域・普通地域） 

県立自然公園条例の区域 
有 ○無  

 
（特別地域・普通地域） 

自然環境保全法の保全区域 
有 ○無  

 
（特別地区） 

自然環境保全・緑化推進条例

の保全区域 

有 ○無  
 

（特別地区） 

風致地区 有 ○無   

砂防指定地 有 ○無   

海岸保全区域 有 ○無   



 

区分 調  査  事  項 備 考 

関 

係 

法 

令 

区 

域 

等 

河川保全区域 有 ○無   

揚水規制区域 有 ○無   

地区計画 有 ○無   

都市計画法その他地域地区 有 ○無   

都市計画街路 有 ○無  幅員   ｍ 

都市計画公園・緑地等 有 ○無   

その他    

現 

 

 

 

況 

主要な道路 

（代表的なものを記載） 

国道２３号    幅員 10.5ｍ  

県道長沢蒲郡線  幅員 １２ｍ  

市道前道下上大内１号線幅員 １８ｍ  

その他      幅員   ｍ  

接続道路 

（代表的なものを記載） 

国道４７３号   幅員 １０ｍ  

県道      線幅員   ｍ  

市町村道    線幅員   ｍ  

その他      幅員   ｍ  

上水道 ○有  無  

消防水利 有 ○無   

下水道処理区域 有 ○無   

下水道予定処理区域 

（事業認可区域） 
有 ○無   

農業集落排水処理施設 
有 ○無  

 
（処理能力 支障あり・支障なし） 

生活排水処理施設 

有 ○無  

 市町村が整備したもの・その他 

（処理能力 支障あり・支障なし） 

上記以外の都計法施行令 

第８条第１項第２号ロ～ニま

でに掲げる区域 

有 ○無   

総 

合 

意 

見 

支障なし （理由） 

当該区域は、農地法における農地以外、関係法令において制限を受ける区域は含

まれておらず、農地についても優良な農地は含まれないため、転用も可能であると

考えられる。現況においても道路幅員など開発上問題となる状況はない。 

 



（様式第５） 

申出区域の基本的な考え方 

 

都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第４条第２号の規

定による区域を申出るにあたり、基本的な考え方を定めましたので報告します。 

 

記 

 

１ 市町村の概要 

本市は、愛知県の南東部、名古屋市から約５０ｋｍの距離に位置します。北

と東西の三方を山と丘陵部に囲まれ、南側は三河湾に面しています。 

ＪＲ東海道本線及び名古屋鉄道蒲郡線が通り、ＪＲ名古屋駅まで約４０分

で結んでいます。道路では、現在国道２３号蒲郡バイパスが整備中であり、西

三河地域を経て名古屋市へもアクセスが良好です。また東名高速道路音羽蒲

郡インターチェンジへも近く、広域的な道路アクセスにも優れています。 

古くから繊維産業が盛んであり、特に繊維ロープの製造は日本一のシェア

を誇っています。眼科用医療機器や光学機器、省力化機械など、最先端の技術

を誇る企業も立地しており、工業以外でもハウスみかんの栽培や観光産業な

ど、多様な産業が発展しています。 

 

２ 街づくりの課題 

本市は、市域を海と山に囲まれており、海沿いの平坦部に細長く市街地が広

がっています。市街地では住宅地と工業地が混在しており、用途の純化に努め

る必要があります。また、若年層を中心に人口の減少が進んでおり、このまま

ではまちの活力が落ちていく恐れがあります。 

これらの課題を解決するために、幹線道路など既存ストックを活用した工

業用地を郊外に確保し、用途の純化及び働く場の確保を目指していきます。 

 

３ 区域申出の検討 

平成２８年の工業出荷額等は２，６２６億円であり、近年では緩やかに上昇

を続けています。 

本区域は国道２３号蒲郡バイパス蒲郡インターチェンジに隣接しており、

国道４７３号や三河湾オレンジロード（県道長沢蒲郡線の一部及び市道前道

下上大内１号線）といった幹線道路にも面しています。区域内には農地がある



ものの、優良な集団農地は存在しません。また、溢水や湛水など災害に関する

区域指定もされていません。 

本区域は、第四次蒲郡市総合計画において工業系ゾーン（検討区域）、蒲郡

市都市計画マスタープラン（部分改訂）において工業系地区（検討区域）とさ

れています。また、保安林や自然公園など、自然の風景を保持すべき地域とし

ての指定もありません。 

 

４ 区域申出の方針 

区域としては、清田町上大内及び東大内の一部です。本区域は国道２３号蒲

郡バイパス蒲郡インターチェンジに隣接しており、蒲郡市都市計画マスター

プランにおいても工業系区域として位置付けられています。蒲郡バイパスを

通じて産業の集積する西三河方面や名古屋へのアクセスも良好な地域である

ことから、本区域を１２号区域とすることで、地域振興に資する工場の立地を

図るものです。 

 











市街化区域

工業系地区(検討区域)





申出区域区域図 別紙 

 

境界線番号 区域境界の定め方 

Ａ－Ｂ 道路境界線 

Ｂ－Ｃ 道路境界線 

Ｃ－Ｄ 道路境界線 

Ｄ－Ｅ 道路境界線 

Ｅ－Ｆ 道路境界線 

Ｆ－Ｇ 官民境界線 

Ｇ－Ｈ 官民境界線 

Ｈ－Ｉ 道路境界線(道路を区域境界で分筆) 

Ｉ－Ｊ 官民境界線 

Ｊ－Ｋ 官民境界線 

Ｋ－Ｌ 官民境界線 

Ｌ－Ｍ 敷地境界線(筆 東大内 78-1と東大内 79-1の境界) 

Ｍ－Ｎ 官民境界線 

Ｎ－Ｏ 官民境界線 

Ｏ－Ｐ 官民境界線 

Ｐ－Ｑ 敷地境界線(筆 東大内 74-1と東大内 75-1及び道地先の境界) 

Ｑ－Ｒ 敷地境界線(筆 東大内 74-1と東大内 75-1の境界) 

Ｒ－Ｓ 官民境界線(大字東大内と上大内の境界) 

Ｓ－Ｔ 敷地境界線(筆 上大内 8-1と上大内 9-1の境界) 

Ｔ－Ｕ 敷地境界線(筆 上大内 8-1と上大内 9-1の境界) 

Ｕ－Ｖ 敷地境界線(筆 上大内 8-1と上大内 9-1の境界) 

Ｖ－Ｗ 敷地境界線(筆 上大内 7-4と上大内 8-1の境界) 

Ｗ－Ｘ 道路境界線 

Ｘ－Ａ 道路境界線 

 




